
 

呉市浄化槽台帳システム構築業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４９条に浄化槽台帳の作成が規定されており，「浄化槽

法の一部を改正する法律等の施行について（通知）令和２年３月５日循環適発第２００３５１９

号」において，浄化槽台帳のシステム化整備をすることとされている。 

本市においては，浄化槽台帳はＥｘｃｅｌで管理しており，システム化に向けた台帳整理を進め

ているところである。 

本業務は，浄化槽の維持管理情報等について，事業者と情報共有できる台帳システムを整備する

ことで，浄化槽管理者に対する適切な指導と浄化槽の適正管理を推進することを目的として実施

するものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

呉市浄化槽台帳システム構築業務（以下「本業務」という。） 

（２）業務実施場所 

広島県呉市青山町５番３号（環境試験センター） 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日までとする。 

（４）業務内容 

別添「呉市浄化槽台帳システム構築業務仕様書」（以下「仕様書」という。）に定めると

ころによる。 

（５）提案上限額 

８,７７２，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※提案上限額を超えた提案はしないこと。 

※提案上限金額は本仕様書に記載の仕様を実現するために必要なすべての経費とする。 

 

３ スケジュール 

プロポーザル実施要領の公告  令和７年７月１１日（金） 

質問の受付期限        令和７年７月１７日（木）１７時まで 

質問への回答期限       令和７年７月２３日（水） 

参加申込書類の提出期限    令和７年７月２８日（月）１７時まで 

提案書等の提出期限      令和７年８月 ６日（水）１７時まで 

提案プレゼンテーション実施  令和７年８月１８日（月）～２２日（金） 

               の間のいずれか１日 

優先交渉権者の選定結果通知  令和７年８月２９日（金）頃（予定） 

※上記スケジュールは変更する場合がある。 

 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加しようとする者は，次に掲げる要件を満たす者とする。なお，複数

の企業による共同参加は認めない。 



（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当しない

こと。 

（２）呉市入札参加資格者指名停止要綱（平成９年４月１日実施）に基づく指名停止の措置又は

指名停止に至らない事由に関する措置を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定に基づく更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされていないこと。 

（４）法人税，消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（５）情報セキュリティマネジメントシステム(ＩＳＭＳ) 適合性評価制度又はプライバシーマ

ーク(Ｐマーク)制度の認証を委託期間中も継続して受けていること。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

本実施要領の内容に質問がある場合は，質問書（様式１）により，令和７年７月１７日

（木）１７時（必着）までに，電子メールにて「11 本業務に関する問合せ窓口」宛に提出

するとともに，着信確認の電話をすること。 

なお，メールの標題は「質問書（業者名）呉市浄化槽台帳システム構築業務」とするこ

と。 

（２）質問への回答 

令和７年７月２３日（水）までに，質問に対する回答を電子メールで送信し，ホームペー

ジでもその内容を公開する。質問者名等は公表しない。 

質問及び回答の内容は，必要に応じて本実施要領及び仕様書の内容に追加してホームペー

ジに公開するので必ず確認すること。回答に対する問合せは受け付けない。 

質問受付の期限を過ぎた後の質問は，原則として受け付けないが，当プロポーザルに対し

て重大な影響を与える可能性があるものについては，対応を検討する。 

 

６ 参加申込書及び誓約書の提出 

  令和７年７月２８日（月）１７時（必着）までに，参加申込書及び誓約書（様式２及び様式

３）を「11 本業務に関する問合せ窓口」に記載する窓口に提出すること。提出方法は，持参

又は郵送(送受履歴が追跡可能な方法に限る。)とし，持参による受付は，閉庁時を除く９時か

ら１７時までとする。なお持参する場合は，事前に電話連絡すること。 

 

７ 提案書等の提出 

（１）提出書類 

提出する書類は，次に示す提出書類一覧表のアからキとし，原則としてＡ４用紙横書きで

２穴ファイル等に編冊して，１部は提案者名を記載した正本（同表のア～キ），１０部は提

案者名（略称やロゴマーク等を含む）を記載していない副本（同表のイ，ウ，エ）として提

出すること。 

また，正本と副本のデータをＰＤＦファイルに変換し，ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて提出

すること。 

 

    

 

 



＜提出書類一覧表＞ 

 
書類名 様式等 

正 

本 

副 

本 

ア 提案書送付書 様式４ ○  

イ 提案書 

任意書式（頁番号を付すこと） 

実施体制と作業スケジュールについて併

せて記載すること。 

○ ○ 

ウ 
事業実績一覧表及び 

その添付書類 

様式５ 

本業務と類似の業務受託実績を記載する

こと。正本には契約書及び仕様書の写し

を添付すること。 

○ ○ 

エ 
見積書及び 

その添付書類 

様式６ 

Ａ４判で設計内訳金額及び算定根拠を記

した資料（任意書式）も併せて添付するこ

と。 

○ ○ 

オ 会社概要 

任意書式 

Ａ４判縦１枚に会社名，住所，設立年月，

代表者名，資本金，職員数等を記載するこ

と。会社のリーフレット等でも可とする。 

○  

カ 

ＩＳＭＳ認証取得証明書 

又は 

Ｐマーク取得証明書 

項番４－（５）に記載のいずれかの証明書

の写しを添付すること。 
○  

キ 

法人税，消費税及び地方消費

税についての滞納がないこ

との証明書 

国税通則法施行規則別紙第９号書式その

３の３。提出日前３か月以内に作成され

たもの。写し可。 

○  

 

（２）提出手続 

提出期限 令和７年８月６日（水）１７時（必着） 

提 出 先 「11 本業務に関する問合せ窓口」に記載する窓口 

提出方法 持参又は郵送(送受履歴が追跡可能な方法に限る。) 

持参による受付は，閉庁時を除く９時から１７時までとする。 

なお，電話連絡の上，持参すること。 

受理通知 提案書等の提出後，提案書等受理通知を送付する。 

（３）提出書類の変更等及び返却 

提出書類の変更，修正は認めない。また，提出書類は提案者に返却しない。 

 

８ 優先交渉権者の選定方法 

（１）評価方法 

呉市浄化槽台帳システム構築業務事業者選定委員会が次の項目による評価を行う。 

評価基準は別紙１のとおり。 

（２）プレゼンテーション 

提案書の提出を行った者は，次に示すプレゼンテーションを行う。 



実施場所 呉市役所本庁舎会議室（予定） 

実施日時 令和７年８月１８日（月）～２２日（金）の間のいずれか１日 

※場所及び時間は，別途通知する。 

実施方法 口頭による内容説明（準備５分，発表３０分，質疑１５分） 

そ の 他 ・提案書に記載のない新たな提案は認めない。 

・Ｚｏｏｍを用いたオンラインでの説明も可能とする。 

・パソコンの持ち込み利用は可能とする。 

・プロジェクター及びスクリーンは呉市が準備する。 

・パワーポイント等のプレゼンテーションソフトや，インターネットの 

利用も可能とするが，必要な機器等は提案者が用意すること。 

・プレゼンテーションに参加できる人数は，４名以内とする。 

（３）優先交渉権者の選定 

ア 選定委員が採点する各項目の評価点を合計した点数が一番高い提案者を優先交渉権者と

して選定し，２位の提案者を次点交渉権者とする。 

イ 採点の結果，１位の提案者が複数あった場合は，同点の提案者の中から全選定委員の採

点で高い順位を多く得た者から，優先交渉権及び次点交渉権者を決定する。なお，同点と

なった場合は，業務経費の評価点数が高い提案者を優先交渉権者とする。また，２位の提

案者が複数あった場合は，同様の方式により，次点交渉権者を決定する。 

ウ 各項目の評価点を合計した点数が６割を満たない場合は失格とする。 

（４）選定結果の通知 

令和７年８月２９日（金）頃を目途に提案者へ文書で通知する。同時に，優先交渉権者と

次点交渉権者の得点，名称を呉市ホームページで公開する。 

 

９ 契約手続等 

（１）呉市は，選定された優先交渉権者を受注候補者として協議し，必要に応じて提案内容の変

更・修正を行い，協議が整い次第，本業務に係る随意契約を締結する（地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号）。 

（２）呉市と優先交渉権者において本業務に係る随意契約を締結するための協議が整わなかった

場合，又は優先交渉権者が辞退若しくは本実施要領の規定に違反した等の理由により業務を

受託できなくなった場合は，次点交渉権者を受注候補者として再度協議を行う。 

（３）受注候補者として決定された場合であっても，虚偽等不誠実な記載が認められる場合又は

重大な瑕疵等が判明した場合，決定を取り消すものとする。 

 

10 その他 

（１）本プロポーザルへの参加に要する全ての経費は，提案者負担とする。 

（２）提案者が１者のみであっても，プレゼンテーションを実施する。 

（３）提出書類の著作権は提案者に帰属するが，本市がプロポーザルに関する報告又は公表等の

ために必要な場合は，提案者の承諾を得ずに提出書類を無償で利用・複製をすることができ

るものとする。 

（４）提出書類は，呉市情報公開条例（平成１１年呉市条例第１号）に基づく情報公開請求の対

象となり，非公開とすべき部分を除き公開することがある。 

（５）呉市は，提出された書類を本プロポーザル以外の目的に使用しない。 

（６）提案者が本実施要領の公告日から優先交渉権者の決定日までに，次のいずれかに該当する



場合は，その提案を無効とする。 

ア 選定結果に影響を及ぼすような不誠実な行為を行った場合 

イ 本実施要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合 

（７）本実施要領に規定されていない事項で必要があるときは，呉市環境部環境政策課環境試験

センターが，その対応を決定する。 

 

11 本業務に関する問合せ窓口 

〒７３７－００２３呉市青山町５番３号 

呉市環境部環境政策課環境試験センター 

電話番号：０８２３－２５－３５５１ 

E-mail：kansiken@city.kure.lg.jp 


